
 

寄附のお願い 

公益社団法人大阪府建築士会 

大阪府建築士会は、平成 25 年 4 月 1 日の公益社団法人移行に伴い税法上の「特定公益増進法人」

となり、本会への寄附については税制上の優遇制度が適用されます。 

本会では多くの公益目的事業活動を行っており、必要な資金は、主に会員の方々の会費及び事業収

入を充てていますが、今後これらの活動を充実推進させるためには、多くの方々のご支援・ご協力が

必要です。 

つきましては、本会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただくようお

願い申し上げます。 

皆様からいただく寄附金につきましては、本会の「寄附金等取扱規程」に則り、有効かつ適切に管

理し、活用させていただきます。 

 

寄附金の税制優遇措置について 

「特定公益増進法人」には、法人が実施している公益目的事業を支援するために支出された個人や法

人からの寄附金について、下記の税制上の優遇制度が認められております。 

個人による寄附 

１．所得控除 

所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方の減税効果が大きくなり

ます。 

 

所得控除額＝（寄付金額－２千円） 

所得税額＝（収入額－所得控除額）×税率   注）総所得金額の４０％の寄附が控除の限度です。 

 

２．所得控除の計算事例 

年中の総所得金額が700万円、寄附金額が10万円の場合 

10万円－2千円 = 9万8千円（所得控除額） 

（控除額9万8千円は、総所得金額700万円×40% = 280万円の限度内ですので、9万8千円全額

が所得控除対象となります） 

 

法人による寄附 

１．損金算入 

 法人による寄附金は、所得金額や資本金額から算出される一定額を限度として損金算入すること

（損金の分だけ、課税対象額が減少します。）ができます。 

 

２．損金算入限度額の計算事例 

資本金が１千万円、年中の所得金額1千200万円の場合 

(A) 一般損金算入限度額 

＝｛(１千万円×2.5/1000)＋(１千200万円×2.5/100)｝×1/4＝81,250円 

(B) 特別損金算入限度額  

＝ {(１千万円×3.75/1000)＋(１千200万円×6.25/100)}×1/2＝393,750円  

したがって、(A)（B）の合計金額 (A)＋（B）= 47万5千円 の損金算入が認められます。 

※取扱の詳細については、所管の税務署にお問い合わせ下さい。 

  



 

● 寄附金の種類（本会寄附金等取扱規程における名称です） 

本会の会員を含む広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金に

は、次の３種類があります。 

 

 

(1) 一般寄附金 

寄附金は法人の運営管理のために使用します。 

 

 

(2) 募集特定寄附金 

 ①地域貢献活動支援事業 

  まちづくりや景観形成などの地域貢献活動を行う団体を公募し、活動の助成を行います。 

 ②大阪建築コンクール事業 

  建築文化の向上と地域社会の健全な発展を図るため、優れた建築物等を表彰し公表します。 

 

 

(3) 使途特定寄附金 

寄附者がその使途及び管理運用方法に条件を付けることができる寄附金です。 

※ 金銭のほか金銭以外の財産（有価証券等）を含みます。 

なお、使途特定寄附金の場合は、事前に事務局にお問い合わせください。 

 

 

 

 

● 寄附金のお申込み 

寄附金お申込みの場合は、ご面倒ですが「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、本会「事務局」 

までメール又はファックスでお送りください。折り返し「受付番号」をお知らせします。  

 

「寄附申込書」は、別紙の様式を使用してください。 

 

 

 

● 受領証明書の発行 

寄附金が入金されたことを確認した後「寄附金受領証明書」（領収書）を郵送いたします。  

本寄附金は、寄附金控除の対象となりますので、確定申告時まで大切に保管してください。 

 



 

寄 附 金 申 込 書 

公益社団法人大阪府建築士会 

会  長   岡 本 森 廣 様 

金額  金              円 

 

● 上記の金額の寄附を申し込みます。 

● 寄附金の種類と使途について次のとおり申し出ます。 

○を付す 寄附金の種類 寄附金の使途 

 一般寄附金 法人の運営管理 

 募集特定寄附金① 地域貢献活動支援事業 

 募集特定寄附金② 大阪建築コンクール事業 

 使途特定寄附金 事前に事務局にお問い合わせください。 

 

  年  月  日 

 

〔個人様〕お 名 前                                                      

 

          ご 住 所 〒                                     

 

                         〈電  話〉              〈E-mail〉                            

                                                                                         

 

        〔法人様〕法 人 名                                     

           代 表 者 〈役職名〉              〈お名前(ふりがな)〉     

                                                           

           担 当 者〈部署名〉               〈お名前(ふりがな)〉 

                                                           

 

〈電  話〉               〈E-mail〉                           

 

            ご 住 所 〒                                  

 

● お振込予定日      年  月  日 

該当するお振込先に○を付してください。        

○を付す 郵便・銀行名 口座番号 

 郵便振替 ００９６０－６－５６６６９ 

 りそな銀行大阪営業部 普通７３４２７４８ 

 三菱東京ＵＦＪ銀行船場支店 普通３１２ 

 三井住友銀行船場支店 普通４０５０３０ 

 

◎ 申込書は、メール、Ｆａｘ、郵送によりご送付をお願い申し上げます。 

公益社団法人大阪府建築士会 事務局 

〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル5階 

   Ｅmail:info@aba-osakafu.or.jp  TEL 06-6947-1961  FAX 06-6943-7103 

 


